


は じ め に 

 

急速な少子化の進行は、今後我が国の社会経済全体に

極めて深刻な影響を与えることが懸念されることから、

少子化の流れを変えるため、国においては「少子化社会

対策基本法」・「次世代育成支援対策推進法」を制定する

など、多くの取り組みがなされてきました。 

現在の我が国の状況は出生率の低下が続き、また、少

子高齢化が急速に進んでいます。少子化にはさまざまな

要因がありますが、一つには核家族化が進み、子育ての

負担が増えたこと、育児と仕事を両立することが大変で

あることがあげられています。 

本市においても少子化は深刻な問題であり、市の重点施策の一つとして、その解決

に向け積極的な推進を図ってまいりました。 

結婚や子育てに関する意識や社会環境の変化など、多様な要因に一つ一つ取り組ま

なければならないことから、市民・地域・事業者・行政が連携し、根気強く次世代育成

支援に向けた事業を展開していくことが求められております。 

 このようなことから、本市では、子どもの健やかな成長と子育て家庭を地域全体で支

え合っていく「子育ての社会化」の視点から、一段の取り組みを目指して、本市の明日

を拓く新たな挑戦とも位置づけて行き、これから１０年間の総合的な施策を推進するた

めの指針となる「江田島市次世代育成支援行動計画」を策定いたしました。 

 この計画の策定に際しましては、最初に旧４町で次世代育成支援地域行動計画策定の

ための「ニーズ調査」を実施したほか、それぞれ「次世代育成支援対策協議会」を開催

するなど、ご意見等をいただき、審議された同策定案について事業の推進に向け進めて

まいりました。 

今後、この計画に基づき、社会全体で一体となって少子化対策・子育て支援施策を

着実に推進していきたいと考えておりますので、皆様方の一層のご理解、ご協力をお願

いいたします。 

最後に、計画策定に当たりまして、江田島市保健福祉審議会次世代育成支援部会の

委員の皆様には慎重なご審議をいただいたほか、「ニーズ調査」にご協力いただきまし

た皆様並びに関係者の方々に心から感謝申し上げます。 

  平成 17年３月 

江田島市長 曽 根   薫   

 

 



        次世代育成支援対策推進法の概要 

（目 的） 

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに

生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本

理念を定めるともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による

行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措

置を講ずるというものです。 

 

（基本理念） 

 次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基

本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、

かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないことにな

っています。 

（責 務） 

「次世代育成支援対策推進法」の第７条第１項の規定に基づき、行動計画策定指針を定

めなければならない。 

 

（行動計画） 

 行動計画策定指針 

 主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに

当たって拠るべき指針を策定すること。 

 

（計画策定の義務づけ） 

 市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親子

の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両

立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画の策定

が義務づけられた計画です。 

 

次世代育成推進法第７条及び第２２条第１項の規定は、公布の日から起算して６月を

超えない範囲内で施行するため、１０月に基本調査として、ニーズ調査を実施します。

平成１６年度は、計画策定準備を行い、平成１７年３月に市町村行動計画の決定・公表

を行ないます。計画期間は５年で、また５年ごとの見直しをします。 

 なお、本法案は、平成２７年３月３１日までの１０年間の時限立法です。 
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第１章 計画の概要と位置づけ 

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景及及及及びびびび趣旨趣旨趣旨趣旨    

出生率の低下による今日の急激な少子化の進行は、子どもの健全な育成に影響を及

ぼすとともに、近い将来、人口減少にともなう活力の低下など社会経済の様々な分野

に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

また、子どもをめぐっては、いじめや不登校などの問題に加え、近年、児童虐待や

子どもの連れ去り事件が全国的に多発し、中には生命を奪う悲惨な事態も起こってお

り、子どもの人権擁護や安全性の確保が急務の課題となっています。 

核家族化の進行や共働き世帯の増加などにより家庭の養育機能の低下や地域にお

ける互助機能の低下が進んでいるなど、子どもを取り巻く環境は大きく変わってきて

います。 

国では、こうした状況を受け、急速な少子化の流れを変えるため、「重点的に推進

すべき少子化対策の具体的実施計画」として平成 6 年の「エンゼルプラン」、平成

11 年の「新エンゼルプラン」が、そして平成 14 年 9 月には「少子化対策プラスワ

ン」が掲げられ、それぞれ目標達成に向けた取り組みが進められてきました。 

平成 16 年 11 月に合併した本市では、これまで旧江田島町、旧能美町、旧沖美町、

旧大柿町の４町それぞれに子どもをめぐる家庭環境や社会環境の変化などに対応し

た取り組みを行ってきたところですが、少子化は全国平均を上回る水準で進行してお

り、新市となった今、子どもの健全な育成と子育て家庭の支援をさらに強力に進めて

いくことが必要となっています。 

このため、少子化対策について今後 10 年間の一段の取り組みを義務づける「次世

代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号)」が平成 15 年に成立し公布され

たことを受け、そのための具体的な計画として「江田島市次世代育成支援行動計画」

をここに策定するものです。 

これは、子どもの健やかな成長と子育て家庭を地域全体で支えあっていく「子育て

の社会化」の視点から一段の取り組みを進めようとするものであり、新市の明日を拓

く新たな挑戦とも位置づけられるものです。 
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２２２２    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づづづづけけけけとととと期間期間期間期間    

（（（（１１１１））））基基基基本的考本的考本的考本的考ええええ方方方方    

この計画は、「次世代育成支援対策推進法」（第 8 条）に基づく法定計画であり、

平成 17 年度を始期とする 10 年間の次世代育成支援のための集中的・計画的な取り

組みについて、国の「行動計画策定指針」を踏まえた江田島市の行動計画と位置づけ

られます。 

（（（（２２２２））））他他他他のののの計画計画計画計画とのとのとのとの関係関係関係関係    

この計画は、「江田島市新市建設計画」に定められた目標を踏まえ、子育て支援に

関する具体的な実行計画として策定したものです。 

（（（（３３３３））））計画計画計画計画のののの期間期間期間期間    

次世代育成支援対策推進法の規定に基づき、計画の期間は、平成 17 年度を初年度

とし、平成 26 年度までの 10 年間とします。 

また、平成 21 年度には、前期の実績・成果を評価しながら諸般の状況変化に柔軟

かつ的確に対応できるよう、後期５か年の計画として見直しを行うものとします。な

お、計画期間中にあっても状況の変化などに的確に対応するため、必要に応じて見直

しを行います。 

   図表 1 次世代育成支援行動計画の計画期間 
 
  平成 17 年度              平成 21 年度               平成 26 年度 

 
 
 
 

前期（平成 17 年度～21 年度） 

後期（平成 22 年度～26 年度） 
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３３３３    計画計画計画計画のののの対象対象対象対象    

この計画の対象は、「次世代」を育む観点からおおむね 18 歳未満のすべての子ど

もとその子育て家庭（保護者）を支援の対象とします。また、「子育ての社会化」の

観点から、この計画の推進にあたっては、すべての市民や事業所などを含むものとし

ています。 
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第２章 計画の前提 

 

１１１１    次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援にににに係係係係るるるる国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

（（（（１１１１））））国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策次世代育成支援対策のののの視点視点視点視点    

わが国では、平成元年に合計特殊出生率が戦後最低の 1.57 を記録したことを契機

に「少子化」の問題が広く一般に認識され、“１．５７ショック”と呼ばれるように

少子化対策が国家的な課題と位置づけられました。 

このため、国は、平成６年に「今後の子育て支援のための施策の基本方向について」

（エンゼルプラン）を、また、平成 11 年には少子化対策推進基本方針を決定し、そ

のために「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」（新エンゼル

プラン）をそれぞれ策定し、総合的な少子化対策を進めてきました。 

しかし、平成 15 年には合計特殊出生率が 1.29 へと漸減し、その要因として従来

までの「未婚化・晩婚化」などに加え、「夫婦の出生力の低下」が少子化をさらに推

し進める要因となっていることが明らかになりました。 
 

図表 2 わが国における出生数及び合計特殊出生率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「人口動態統計」厚生労働省大臣官房統計情報部 
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こうした止まることのない少子化の流れを変えるため、平成 14 年に「子育てと仕

事の両立支援」をはじめ「男性を含めた働き方の見直し」や「地域における子育て支

援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の促進」の

５つの柱に据えた「少子化対策プラスワン」を掲げました。 

さらに、近年の少子化の進行が加速してきたことから、地方公共団体及び企業にお

ける 10 年間の集中的・計画的な取り組みを促進するため、「次世代育成支援対策推

進法」が平成 15 年７月に制定されました。 

 

図表 3 国の少子化対策・次世代育成対策の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらなるさらなるさらなるさらなる少子化少子化少子化少子化のののの加速化加速化加速化加速化、、、、人口減少人口減少人口減少人口減少    
～ 合計特殊出生率が 1.39 へ ～ 

新新新新エンゼルプランエンゼルプランエンゼルプランエンゼルプラン    (平成 11 年)

「仕事と子育ての両立支援」、「子育て

負担の軽減」など保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実

をををを柱柱柱柱とするとするとするとする子育子育子育子育てててて支援施策支援施策支援施策支援施策のののの展開展開展開展開 

少子化少子化少子化少子化のののの進行進行進行進行  

● 平成元年  
 
 
 
 
● 平成６年  

 
 
 
 
● 平成11年 

 

 

 

 
 

 
 

● 平成14年 

 

 

 

 

● 平成15年 

①→国の基本政策として、計画的に

次世代育成支援を進め、家庭や地

域社会における「子育て機能の再

生」を図るものです。 

②→すべての家庭に対する子育て

支援を市町村の責務とし、その仕

組みを整備するものです。 

③→大企業、地方公共団体について

もそれぞれ一般事業主行動計画、

特定事業主行動計画の策定が義

務化されました。 

 

次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法    

少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法 

少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策プラスワンプラスワンプラスワンプラスワン 

エンゼルプランエンゼルプランエンゼルプランエンゼルプラン    (平成 6年)

「「「「１１１１．．．．５７５７５７５７ショックショックショックショック」」」」 
少子化の認識が一般化 

新新新新・・・・新新新新エンゼルプランエンゼルプランエンゼルプランエンゼルプラン    (平成 16 年)
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また、次世代育成支援対策の基盤整備期間として、平成 16 年に関連３法案（児童

手当法改正法案、児童福祉法改正法案、育児休業等改正法案）が提出され、「児童手

当制度の支給対象年齢の引き上げ」や「児童虐待防止対策等の充実・強化」、「新た

な小児慢性特定疾患対策の確立等」の措置、あるいは「育児休業・介護の対象労働者

の拡大、育児休業期間の延長」など次世代育成支援対策の法制度面での拡充が図られ

ました。 

さらに、この次世代育成支援対策推進法を包含する基本法として、「少子化社会対

策基本法」が同時期に成立し、内閣府に設置された「少子化社会対策会議」（会長：

総理大臣）を中心に関係省庁による総合的な少子化対策が講じられています。 

本市の子育て支援、少子化対策においても、こうした関係各法の目的や理念をふま

えていく必要があります。 

図表 4 少子化対策をめぐる法体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜＜＜＜次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法＞＞＞＞    

【基本理念】 

次世代育成支援対策は、保護者が子育

てについての第一義的な責任を有する

という基本的認識の下に、家庭その他の

場において、子育ての意義についての理

解が深められ、かつ、子育てに伴う喜び

が実感されるように配慮して行われな

ければならないこととする。 

少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法    

【目  的】 

少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して

暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

【基本理念】 

家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育

てることができる環境を整備すること、社会、経済、教育、文化その他あらゆる

分野における施策は、少子化の状況に配慮して講ずべきこと 

少子化社会対策会議 

＜＜＜＜少子化社会対策少子化社会対策少子化社会対策少子化社会対策大綱大綱大綱大綱＞＞＞＞    

■少子化の流れを変えるための３つの視点 
①『若者の自立が難しくなっている状況を変

えていく』 

②『子育ての不安や負担を軽減し、職場優先

の風土を変えていく』 

③『生命を次代に伝え育んでいくことや家庭

を築くことの大切さの理解を深めていく』、

『子育て・親育て支援社会をつくり、地域

や社会全体で変えていく』 
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（（（（２２２２））））次世代育成支援地域行動計画策定次世代育成支援地域行動計画策定次世代育成支援地域行動計画策定次世代育成支援地域行動計画策定にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる国国国国のののの指針指針指針指針    

国（関係７省庁）では、次世代育成支援対策推進法の理念をふまえ、「次世代育成

支援地域行動計画」の策定に関して、以下のような具体的な指針を示しており、この

計画は、これとの整合に配慮したものとしています。 

図表 5 国の策定指針に示される８つの視点と検討すべき７つの項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    子子子子どものどものどものどもの視点視点視点視点    
子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益を最大限に尊重する。 

②②②②    次世代次世代次世代次世代のののの親親親親づくりというづくりというづくりというづくりという視点視点視点視点    
子どもは将来の親となる。長期的な視野にたって豊かな人間性、自立性を育む。 

③③③③    サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者のののの視点視点視点視点    
核家族化や都市化による家族形態や価値観の変化、業種ごとの家庭の特性を踏まえるなど多

様かつ個別のサービスニーズに柔軟に対応する。 
④④④④    社会全体社会全体社会全体社会全体によるによるによるによる支援支援支援支援のののの視点視点視点視点    

保護者が子育ての第一義的責任者であるという認識のもとに国・自治体・企業や地域を含め
た社会全体による支援の仕組みをつくる。 

⑤⑤⑤⑤    すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもとどもとどもとどもと家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの支援支援支援支援のののの視点視点視点視点    
子育てと仕事の両立支援のみならず、専業主婦・主夫家庭も支援する。 

⑥⑥⑥⑥    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける社会資源社会資源社会資源社会資源のののの効果的効果的効果的効果的なななな活用活用活用活用のののの視点視点視点視点    
地域活動団体や民間事業者、各種施設、地域の自然や伝統などの社会資源を活用する。 

⑦⑦⑦⑦    サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの視点視点視点視点    
サービス提供量確保と情報公開やサービス評価などに取り組む。 

⑧⑧⑧⑧    地域特性地域特性地域特性地域特性のののの視点視点視点視点    
人口構造や産業構造、社会資源の違いにより支援策も異なる。自治体はこれらの特性を充分

踏まえた主体的な取組を進める。 

①①①①    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てのてのてのての支援支援支援支援    
「子育て支援事業」の促進、情報の提供、相談及び助言並びにあっせん、調整及び要請等 

②②②②    母性並母性並母性並母性並びにびにびにびに乳児及乳児及乳児及乳児及びびびび幼児等幼児等幼児等幼児等のののの健康健康健康健康のののの確保及確保及確保及確保及びびびび増進増進増進増進    
子どもや母親の健康の確保、「食育」の推進、思春期対策の充実、小児医療の充実 

③③③③    子子子子どものどものどものどもの心身心身心身心身のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長にににに資資資資するするするする教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備    
次代の親の育成、生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備、家庭や地域の教育力
の向上、子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

④④④④    子育子育子育子育てをてをてをてを支援支援支援支援するするするする生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    
良質な住宅・良好な居住環境の確保、安全な道路交通環境の整備、安心して外出できる環

境の整備、安全・安心まちづくりの推進等 

⑤⑤⑤⑤    職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立のののの推進推進推進推進    
多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等、仕事と子育ての両立の推進 

⑥⑥⑥⑥    子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全のののの確保確保確保確保    
交通安全を確保するための活動の推進、子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進等

⑦⑦⑦⑦    要保護児童要保護児童要保護児童要保護児童へのへのへのへの対応対応対応対応などきめなどきめなどきめなどきめ細細細細かなかなかなかな取取取取りりりり組組組組みみみみのののの推進推進推進推進    
児童虐待防止対策の充実、母子家庭等の自立支援の推進、障害児施策の充実 

 
計
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に
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２２２２    少子化少子化少子化少子化ををををめぐるめぐるめぐるめぐる本市本市本市本市のののの状況状況状況状況    

（（（（１１１１））））本市本市本市本市のののの人口人口人口人口動向動向動向動向とととと特性特性特性特性    

本市の人口動向（国勢調査人口：各年 10 月 1 日現在）をみると、減少傾向で推移

しており、平成 2 年の 37,257 人から平成 12 年には 32,278 人と、この 10 か年

で 5 千人ほどの大幅な減少となっています。 

図表 6 江田島市の人口動向 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

年齢 3 区分別の人口では、０～14 歳までの「年少人口」が平成２年の 5,697 人

から平成12年には3,565人へと10年間で2,132人の大幅な減少となっています。

その一方で、65 歳以上の「老年人口」は 7,770 人から 9,302 人へと 1,532 人の

増加となっています。 

図表 7 年齢３区分別人口の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

0

1 0 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

昭和 60年 平成 2年 平成 7年 平成 12年

　旧江田島町 　旧能美町 　旧沖美町 　旧大柿町

4 0 ,3 1 7人
3 7 ,2 5 7

3 2 ,2 7 8
3 4 ,8 6 6

3 ,5 6 5 1 9 , 4 1 1 9 , 3 0 2

5 ,6 9 7 2 3 , 7 8 4 7 , 7 7 6

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

平 成 1 2 年

平 成 2 年

年 少 人 口
0 ～ 1 4 歳

生 産 年 齢 人 口
1 5 ～ 6 4 歳

老 年 人 口
6 5 歳 ～
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昭和 60 年から平成 12 年までの５か年ごとの人口増減率（年平均）では、広島県

平均は平成2年までの5か年が年率0.02％増、次の平成7年までの５か年が0.22％

増と上昇を続けた後、平成 12 年までの５か年では 0.22％の減少に転じています。 

こうした中で、本市では、平成 2 年までが年率 1.57％減、平成 7 年までが 1.32％

減と、回復の兆しをみせたものの、それぞれ県平均を大きく下回る水準で推移してい

ます。 

さらに、平成 12 年までの５か年では再び減少幅が大きくなり、年率 1.53％減と

なっており、人口減少傾向をいかに食い止めるが大きな課題です。 

図表 8 人口の年平均増減率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

人口動向を年齢 3 区分の人口構成比（総人口に占める割合）でみると、０～14 歳

までの「年少人口」は平成２年の 15.3％から平成 12 年には 11.0％にまで低下し、

一方、65 歳以上の「老年人口」は平成 2 年の 20.9％から 28.8％へと大きく上昇し

ており、少子高齢化が急速に進んでいることが示されます。（図表８） 

平成 12 年の広島県全体の平均値と比較すると、年少人口は県平均（14.9％）よ

り 3.9 ポイント低く、老年人口は県平均（18.5％）に比べて 10 ポイントほど上回

る水準に達しています。 

-1.32

-1.57 
-1.53 

-0.02 

0.22
0.02 

-2.00 

-1.50 

-1.00 

-0.50 

0.00 

0.50 

S60～H２年 H2～7 年 H７～12 年 

％ 

江田島市計  旧江田島町  旧能美町 
 旧沖美町  旧大柿町 広島県 
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図表 9 年齢３区分別人口の構成比の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

（（（（２２２２））））少子化少子化少子化少子化のののの特性特性特性特性    

本市における少子化の状況は、これまでに若年層を中心とした人口流出が続いたこ

とがその要因として挙げられますが、平成12年の国勢調査人口による普通出生率（人

口 1,000 人比）では 6.0 人と、全県平均の 9.6 人を大きく下回っています。 

図表 10 江田島市の人口動態（平成 12年） 

区 分 出生数 死亡数 自然増減 普通出生率 
人口 1000 人対 合計特殊出生率 

江田島市 202 426 -224 6.0 1.27 

全  県 27,384 23,188 4,196 9.6 1.41 

資料：人口動態統計     

また、合計特殊出生率（１人の女性が一生に産む子どもの数）でみると、全県平均

の 1.41 人に対して本市では 1.27 人であり、全国平均値が平成 15 年に過去最低を

記録した 1.29 人を既に下回る水準にあります。 

こうした少子化の主たる要因としては、従来から「未婚化・晩婚化」が指摘されて

いますが、男女別・年齢階級別の未婚率の推移（国勢調査人口）をみると、本市では、

平成２年に比べて男女とも上昇傾向にあります。 

1 4 .9 6 6 .6 1 8 .5

1 1 .0 6 0 .1 2 8 .8

1 5 .3 6 3 .8 2 0 .9

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

平 成 2年

平 成 12年

全 県 （12年 ）

0～ 1 4歳 1 5～ 6 4歳 6 5歳 ～



 
 

 
□第２章 計画の前提 

11 

 

特に、女性の場合、「25 歳～29 歳」の未婚率は平成 12 年現在で 69.0％に上り

ます。また、平成２年と平成 12 年を対比すると、「30 歳～34 歳」の年齢層では

33.1％から 43.9％へとこの 10 か年で 10 ポイントほど上昇し、「35 歳～39 歳」

でも同様に上昇傾向にあることから、未婚化・晩婚化の進行が示される結果となって

います。 

さらに、近年の少子化傾向の加速化の背景として、全国的に「夫婦出生力」が低下

していることが挙げられています。 

 

図表 11 年齢５歳階級別未婚率の推移（15歳～49歳女性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

14.3%

5.4%5.6%

97.8%

4.2%

12.5%

40.5%

81.9%

6.3%
9.7%

98.5%

27.6%

49.5%

87.2%

0.0%

10.0%

20.0%
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60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

　15～19歳 　20～24 　25～29 　30～34 　35～39 　40～44 　45～49

平成2年 未婚 平成2年 有配偶 平成12年 未婚 平成12年 有配偶

平成12年未婚率

平成12年有配偶率
平成２年未婚率
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図表 12 年齢階級別未婚率の推移（15歳～49歳男性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

（（（（３３３３））））家族家族家族家族のののの変化変化変化変化    

家族の変化を家族類型別世帯数の構成でみると、「核家族世帯」や「単独世帯」が

増加傾向にあり、平成12 年では世帯総数12,613 世帯のうち、核家族世帯が 61.4％、

単独世帯が 26.9％を占めています。 

また、全県平均と比べて、「65 歳以上の親族のいる核家族世帯」の割合が多いこ

とが特徴として挙げられます。 

    図表 13 類型別の世帯構成（平成 12年国勢調査） 

区 分  世帯総数 一般世帯 核家族世帯 単独世帯 
65 歳以上の親族の
いる核家族世帯 

江田島市 12,613 12,523 7,747 3,393 3,117 
(構成比） 100.0% 99.3% 61.4% 26.9% 24.7% 
旧江田島町 4,633 4,580 2,768 1,304 1,038 
旧能美町 2,459 2,459 1,622 561 658 
旧沖美町 1,756 1,728 988 527 457 
旧大柿町 3,765 3,756 2,369 1,001 964 

全 県 1,099,536 1,095,905 656,863 307,122 167,307 
(構成比） 100.0% 99.7% 59.7% 27.9% 15.2% 

資料：平成 12 年国勢調査 
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家庭の変化は、子どもの数にも現れており、計画策定にあたって平成 15 年度に実

施した「次世代育成支援にかかわる住民アンケート調査」（以下、「アンケート調査」

という。）の結果をみると、就学前児童のいる家庭では、全体の半数近くまでが「子

どもの数が 2 人」と回答し、「子どもの数が１人」と併せると、２人以下が全体の７

割近くに上ります。 

図表 14 就学前児童のいる家庭の子どもの数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

（（（（４４４４））））女性女性女性女性のののの就労就労就労就労状況状況状況状況    

女性の就労状況を平成 15 年度アンケート調査結果でみると、就学前児童のいる家

庭の 34.8％が「共働き」、3.3％が「母親のみ就労」であり、母親の４割近くが就労

している結果となっています。 

   図表 15 就学前児童のいる家庭の保護者等の就労状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

91.3

38.1

10.5

10.5

1.1

2.4

3.4

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

父親

母親

祖父

祖母

兄弟姉妹

その他

無回答

n=792

※n＝アンケートにおける回答数を示している。 

1 8.9

2 2. 2

18 .1

14. 9

15. 4

6 0. 4

57 .6

63 .3

55 .2

64 .2

5 . 4

5 . 8

4 . 5

7 . 5

5 . 01 5. 4

20. 9

12. 4

13. 3

1 4. 3

1 . 0

1 . 2

1 . 7

1 . 5

0 . 0

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

江 田 島 市　　 n=792

旧 江 田島町　 n=347

旧 能 美町　　 n=177

旧 沖 美町　  　 n=67

旧 大 柿町　   n=201

3人 以下 4人 ～ 5人 6人 ～ 7人 8人以 上 無回答
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しかし、本市の女性の年齢階級別就業率をみると、平成 12 年では 20 歳以上で相

対的に低率となり、「30 歳から 34 歳」の年齢層をボトムとして 40 歳代にかけて

再び上昇する、いわゆる“M 字カーブ”を描いています。 

これは、全国的な傾向と同じであり、子どもをもつ時期に就業率が下がっており、

一般に女性にとって結婚・出産の時期と重なるこの年齢層では、仕事との両立が困難

となる状況がうかがえる結果となっています。 

 

図表 16 江田島市における女性の年齢別就業率(平成 12年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 12 年国勢調査   

10.7

37.4

68.1

60.4

51.2

56.1

64.1
70.971.9

64.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

15～19歳 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64

(％)

年齢区分
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３３３３    本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てのてのてのての状況状況状況状況とととと支援支援支援支援ニーズニーズニーズニーズ    

（（（（１１１１））））保育保育保育保育のののの状況状況状況状況    

本市における子育ての状況について、平成15年度のアンケート調査結果をみると、

就学前児童のいる家庭では、平日に「保育サービスなどを利用している」割合が

44.9％に上り圧倒的に多く、また、「保育サービスを利用しながら親族・知人にも

預かってもらっている」が 6.2％となっています。その一方、「保育サービスなどを

利用せずに、保護者だけでみている」割合も少なくなく、全体の 41.0％を占めます。

また、「保育サービスなどを利用せずに親族や知人に預けている」ケースも 7.8％と

いう結果です。 

   図表 17 平日の保育の状況（就学前児童のいる家庭の場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

 

また、平日に利用している保育サービスなどの内容をみると、「保育園」が圧倒的

多数を占め全体の 9 割ほど（91.4％）に上り、次いで「幼稚園」が 7.9％、「事業

所内保育施設」や「その他認可外保育施設」が１％程度という状況です。 

 

44.9

40.6

46.9

43.3

51.2

6.2

6.8

11.9

9.0

7.8

6.3

8.5

7.5

10.0

41.0

49.9

37.9

37.3

29.9

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

江田島市　　n=792

旧江田島町　n=347

旧能美町　　n=177

旧沖美町　 　n=67

旧大柿町　  n=201

保育サービスなどを利用 保育サービスと親族・知人 親族・知人に預けている

保護者だけでみている 無回答
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  図表 18 平日に利用している保育サービスなど（就学前児童のいる家庭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果    

 
一方、小学校児童のいる家庭では、「平日だけ放課後児童クラブを利用している」

家庭が全体の 1 割ほどを占めます。 

  図表 19 放課後児童クラブの利用状況（小学校児童のいる家庭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

91.4

7.9

1.7

1.2

0.0

0.0

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

保育園

幼稚園

事業所内保育施設

その他認可外保育施設

ベビーシッターや家政婦

ファミリーサポートセンター

無回答
n=405

10.2

14.8

22.2

11.7

85.1

91.2

83.1

66.7

85.2

3.3

0.5

0.0

1.1

0.7

0.7

4.2

2.2

2.0

0.0

0.0

1.8

0.7

1.1

11.1

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

江田島市   n=766

旧江田島町 n=306

旧能美町   n=183

旧沖美町 　 n=81

旧大柿町   n=196

平日のみ利用 土曜日のみ利用 平日と土曜日の両方利用 利用していない 無回答
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（（（（２２２２））））日頃日頃日頃日頃のののの子育子育子育子育てにてにてにてに対対対対するするするする意識意識意識意識    

就学前児童のいる家庭が日頃の子育てについてどのように感じているかをアンケ

ート調査結果でみると、「子育てに関して悩みや不安は特にない」はわずか全体の 1

割ほど（10.2％）にとどまり、圧倒的多数が何らかの悩みや不安をかかえている状

況が示されます。 

   図表 20 日頃の子育てに関する悩みや不安(就学前児童のいる家庭) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

46.3

38.6

38.1

31.8

25.9

24.9

24.5

22.3

21.0

18.8

16.9

16.3

12.8

11.9

9.8

9.5

9.1

7.7

2.5

10.2

2.1

0% 10% 20% 30% 40 % 50%

子 どものしつけ

子育てにかかる経済的な負担

社会環境が悪くなっていること

子どもの性格や行動

育児による疲れやストレス

子どもとの接し方や育児の方法

子どもの心身の発育・成長状態

自分の自由な時間がもてないこと

子どもの栄養や食事内容

子育てと仕事の両立が難しいこと

勉強やこれからの進学のこと

子どもの健康状態

子育て仲間や近所とのつきあい

保育園や幼稚園での子どもの様子

子どもに遊び友達ができないこと

子どもと接する時間が足りないこと　

子育ての考えの食い違い

配偶者のかかわり方が少ないこと

その他

特に不安や悩みはない

無回答

n=792
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悩みや不安の具体的な内容としては、「子どものしつけ」が半数近く（46.3％）

に上るほか、「子育てにかかる経済的負担」（38.6％）、「子どもを取り巻く社会

環境の悪化」（38.1％）、「子どもの性格や行動」（31.8％）についてもそれぞれ

3 割を超えます。 

さらに、「育児による疲れやストレスを感じている」割合も 4 人に１人（25.9％）

に上る結果となっています。 

一方、小学校児童のいる家庭でも「子育てに関する悩みや不安は特にない」は 1 割

強に過ぎず、その他圧倒的多数が悩みや不安を抱えている状況が読み取れます。 

特に、「子どもの教育や進路」に関する悩み、不安が最も多く 42.3％と 4 割を超

えるほか、「育児やしつけの方法」（29.5％）、「友だちづきあい」（29.5％）、

「子どもをしかり過ぎている」（28.5％）ことを挙げる人が全体の 3 割ほどに上り

ます。 

図表 21 子育てに関する悩みや不安（小学校児童のいる家庭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

4 2 . 3

2 9 . 5

2 9 . 5

2 8 . 6

2 0 . 0

1 5 . 9

1 5 . 3

1 2 . 4

8 . 7

6 . 8

6 . 7

6 . 0

3 . 7

2 . 9

2 . 2

2 . 2

1 4 . 2

2 . 3

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 %

子どもの教育や進路

育児やしつけの方法

友だちづ きあい

子どもをしかり過ぎている

子どもの病気や発育 /発達

食事や栄養

子どもとの時間が十分とれない

仕事ややりたいことができない

配偶者の理解や協力の不足

子どもとの接し方に自信がもてない

祖父母や親族などとの意見の相違

配偶者との意見の相違

話し相手や相談相手がいない

登校拒否、不登校の問題

子育てのストレス

その他

特にない

無回答

n = 7 6 6
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以上のように、子育てに関して悩みや不安をかかえる家庭が多い状況にありますが、

相談を希望する相手先としては、就学前児童のいる家庭の場合、「親相互の相談・情

報交換の機会」や「何でも相談できる総合的な窓口」を希望する意見が最も多く、ま

た、「身近な地域で気軽に相談できる場所」の必要性も上位に挙げられています。 

図表 22 子育てに関する相談相手の希望（就学前児童のいる家庭） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

 

（（（（３３３３））））子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ニーズニーズニーズニーズ    

少子化の流れを変えるために特に重点的に取り組むべき事項については、就学前児

童のいる家庭では、「子どもの養育費を軽減すること」を挙げる割合が 7 割ほど

（68.9％）に上るほか、「保育サービスの充実」（55.6％）や「乳幼児医療体制の

充実」（50.0％）についても半数を超えます。また、「仕事と子育てを両立しやす

い職場環境づくり」を挙げる割合も 48.5％と半数近くに上っています。 

子育てに関する相談相手（江田島市全体）

39.9

36.9

32.8

20.7

18.8

15.4

5.9

3.9

1.8

8.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

親相互の相談・情報交換の機会

何でも相談できる総合的な窓口

身近な地域で気軽に相談できる場所

電話やｲﾝﾀｰﾈｯﾄなど匿名相談の機会

子育て経験者による相談の機会

専門的な相談機会

家庭訪問して行う相談

相談相手、相談場所の必要はない

その他

無回答

n=792



 
 

 
□第２章 計画の前提 

20 

 

図表 23 少子化の流れを変えるために重要なこと（就学前児童のいる家庭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

68.9

55.6

50.0

48.5

29.9

29.3

28.3

27.4

20.3

15.7

11.9

11.5

10.2

10.0

3.9

3.5

3.3

3.5

2.5

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

子どもの養育費を軽減する

保育サービスを充実する

乳幼児医療の体制を充実する

仕事と子育てが両立しやすい職場環境

社会環境づくり

出産祝い金等を支給する

社会全体で支援する重要性の啓発

子どもの安全な遊び場の整備

男女共同参画意識の啓発等

若い世代に対し意識啓発を行う

子育て支援の仕組みづくり

地域における相談機能を充実する

安全快適な住宅の整備

学校教育を充実する

母子保健対策を充実

自主的な子育てサークルの育成

地域ネットワークづくり

その他

わからない

無回答

n=792
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この結果は、小学校児童のいる家庭でもほぼ同様であり、「子どもの養育費を軽減

すること」を挙げる割合が 7 割近く（67.9％）であるほか、「仕事と子育てを両立

しやすい職場環境づくり」を求める割合も 6 割ほど（59.5％）を占めます。さらに、

「保育サービスの充実」も 4 割を超える（45.4％）結果となっています。 

 

図表 24 少子化の流れを変えるために重要なこと（小学校児童のいる家庭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果 

67.9

59.5

45.4

39.2

32.9

32.1

22.6

20.4

17.6

17.5

13.4

11.6

9.9

9.7

6.1

4.8

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

子どもの養育費を軽減

仕事と子育てが両立しやすい職場環境

保育サービスを充実

男性の家事・育児指導の機会を充実

社会全体で支援する必要性の啓発

乳幼児医療の体制を充実する

社会環境づくり

子どもの安全な遊び場を整備

若い世代に対し意識啓発を行う

出産祝い金等を支給する

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰや助け合い活動の支援

安全快適な住宅を整備

保育園や幼稚園での相談機能の充実

学校教育を充実する

地域ネットワークづくり

母子保健対策を充実

自主的な子育てサークルの育成

n=766
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さらに、子どもにかかわる地域での支援活動として希望することとしては、「子育

てグループづくりを支援すること」を全体の 4 割近く(38.0％)が挙げているほか、

「地区ごとの活動の活性化と連携」を求める割合も 3 割近く（28.9％）に上ります。 

 

図表 25 子どもにかかわる地域での支援活動として必要なこと（就学前児童のいる家庭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 15 年度次世代育成支援にかかわる住民ｱﾝｹｰﾄ調査結果  
 
 

38.0

28.9

21.7

20.1

19.4

12.5

6.8

4.8

2.4

11.2

2.9

0% 10% 20% 30% 40%

子育てグループづくりを支援する

地区ごとの活動の連携と活発化

地域活動等の拠点になる場の整備

広報紙などでの情報提供・情報交流

男性が参加する機会を増やす

子育てのｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの募集や養成

各種団体の連絡協議会を設ける

児童委員の相談・指導等の活動充実

その他

わからない

無回答

n=792
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“子どもの利益が最大限に尊重される”ことを念頭に、すべての子どもが人格を

もつ一人の人間として健全に育成され、次代の担い手として将来を託すことができ

るたくましい大人へと自立してくことを地域ぐるみで応援します。 

 

第３章 計画の方針と目標 

 

１１１１    基本理念基本理念基本理念基本理念とめざすとめざすとめざすとめざす姿姿姿姿    

時代環境がめまぐるしく変化し、また、少子化が一段と進行する今日にあって、子

育て家庭が抱える問題やニーズは多様化の傾向を強めているとともに、子どもの健全

育成をめぐる課題も多様化の様相を強めています。 

子育ての一義的な責任は、それぞれの家庭（保護者）が負うものであり、結婚や出

産はそれぞれの選択に委ねられるものです。 

しかしながら、家庭の子育て力や地域の扶助機能が低下している状況下では、子育

てを家庭だけの問題とするのではなく、市民一人ひとりが共通の課題として認識し、

相互に協力しながら子育て家庭を支援し、子どもたちの健全な育成と大人への自立、

いわゆる“子育ち”に積極的にかかわっていくことが不可欠となっています。 

このため、地域が本来もちあわせていた子育て支援機能を今日の課題に合わせて再

構築することにより、世代を超えて子どもを見守り、子育て家庭を支える環境を地域

一体となって創り出していく必要があります。 

また、少子化の進行や社会環境の変化の中で、子ども自身が主体的に生きる力や社

会性を身につけ、人間性豊かでたくましい次代の担い手として自立していくことが求

められており、「子どもの利益が最大限に尊重される」ことを基本に、子どもの健全

育成と大人への自立を地域として支えあう環境づくりが課題となっています。 

以上のような基本認識に立ち、次世代育成支援のための３つの方針を次のとおり掲

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針１１１１    すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもがのびやかにどもがのびやかにどもがのびやかにどもがのびやかに成長成長成長成長できるようできるようできるようできるよう共共共共にににに応援応援応援応援しますしますしますします



 
 

 
□第３章 計画の方針と目標 

24 

 

子育てを「家庭」だけの役割とするのではなく、市民のだれもが子育てに係る問題

や負担感を十分理解しあい、地域社会全体が当事者としての意識をもって協力しあっ

ていく「子育ての社会化」の視点からの取り組みが求められます。 

このため、これまでのように「子育て支援」にかかわる公的サービスの充実はもとよ

り、地域、事業所などを含めすべての市民が“子育て・子育ちの担い手”としてさまざ

まにかかわり、行政との協働のもとに、市民参加による子育て・子育ち支援の仕組みづ

くりに取り組みます。 

 
共働き世帯の増加や女性の社会進出などを背景に、多様化する子育て家庭における

支援ニーズに対応できるよう、「すべての家庭への支援」の視点から横断的な取り組

みを進めます。 

また、子育てに負担感や不安感をもつ家族（保護者）を地域の中で孤立させること

なく、楽しく子育てができるよう、“男女共同参画社会の実現”の視点を加えながら、

家庭、地域そして行政それぞれの役割を高めるとともに、相互の連携を強めていきま

す。 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

以上の基本方針に基づき、すべての子どもが健全に育成され、次代の担い手として

自立していくことを支援していくことは、すべての子どもの「夢」を地域一体となっ

て育んでいくことにほかなりません。同時に、地域の子どもたちの育成や子育て家庭

の支援を通じて、新市としての市民相互のつながりが深まり、新しい時代に求められ

る望ましいコミュニティ像（まちの明日）を築いていくことにもなります。 

こうした認識から、この計画がめざすまちの姿（計画の目標像）を次のとおり定め、

すべての市民共通の目標とします。 

 

 

 
 
 
 

子子子子どものどものどものどもの夢夢夢夢をををを育育育育みみみみ、、、、まちのまちのまちのまちの明日明日明日明日をををを拓拓拓拓くくくく    

「「「「子育子育子育子育てててて応援応援応援応援都市都市都市都市・・・・えたじまえたじまえたじまえたじま」」」」    

基本方針基本方針基本方針基本方針２２２２    すべてのすべてのすべてのすべての家庭家庭家庭家庭（（（（保護者保護者保護者保護者））））のののの楽楽楽楽しいしいしいしい子育子育子育子育てをてをてをてを共共共共にににに応援応援応援応援しますしますしますします 

基本方針基本方針基本方針基本方針３３３３    子子子子どものどものどものどもの成長成長成長成長をををを共共共共にににに喜喜喜喜びあえるまちづくりをびあえるまちづくりをびあえるまちづくりをびあえるまちづくりを進進進進めますめますめますめます 
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２２２２    施策施策施策施策のののの基本目標基本目標基本目標基本目標    

（（（（１１１１））））すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもどもどもどものののの健健健健やかなやかなやかなやかな育育育育ちとちとちとちと自立自立自立自立をををを応援応援応援応援するするするするまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

すべての子どもが心健やかに成長し、「生きる力」を育んでいけるよう、福祉・保

健・教育などの施策連携に一層努めるとともに、地域の社会資源、子育て力を生かし

ながら、子どもに同世代・異年齢世代との交流や実体験の機会の充実を図るなど、す

べての子どもが社会性を備えた大人へと自立していく環境づくりをめざします。 

（（（（２２２２））））子子子子どもをどもをどもをどもを安心安心安心安心してしてしてして楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生みみみみ育育育育てられるてられるてられるてられるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

子育て家庭の生活実態は多様であり、子育てにかかわるニーズも必然的に多様化し

ています。 

このため、すべての子育て家庭を支援していくため、家庭・地域・企業・行政など

地域を構成する主体が相互に連携しながら、子育て家庭の多様なニーズに対応できる

よう、公的サービスと市民による支えあい活動を組み合わせ、地域における子育て機

能の再構築に取り組み、子どもを安心して楽しく生み育てられるまちづくりをめざし

ます。 

（（（（３３３３））））全市的全市的全市的全市的なななな連携連携連携連携によるによるによるによる安心安心安心安心できるできるできるできる子育子育子育子育てててて環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

次代の担い手である子どもを安心して生み育てられる環境を整備するため、少子化

問題を新市として取り組むべき重要課題の一つとして共有し、家庭・地域・企業・行

政など地域のすべての構成メンバーがそのために果たすべき役割を認識しあい、相互

に連携した重層的な子育て支援・子育ち支援のネットワークづくりをめざします。 
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３３３３    18181818歳歳歳歳未満未満未満未満人口人口人口人口のののの見込見込見込見込みみみみ    

この計画の主対象としている 18 歳未満人口の平成 21 年までの見込み（概数で表

示）について、これまでの傾向が引き続き進むと仮定した場合、コーホート・センサ

ス変化率法※によると、平成 16 年の 3,980 人（住民基本台帳人口）から計画中期の

平成 21 年には 3,460 人と、今後 500 人ほどの減少が見込まれます。 

図表 26 「18歳未満人口」の見込み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※住民基本台帳人口をもとにした推計人口〔概数で表示〕。 

※平成 16 年人口は実績値 

 

また、11 歳以下の推計人口では、「０～5 歳」の就学前児童が平成 17 年の 1,131

人から平成 21 年には 1,080 人へと減少するとともに、「６～11 歳」の就学児童

も 1,221 人から 1,145 人へと、減少傾向で推移することが見込まれます。 

 

                                                   
※ コーホート・センサス変化率法： 

過去の人口実績値をもとに、それぞれの年齢階級別（コーホート）の変化の平均値を算出し、15～49 歳
の母親年齢 5歳階層別の出生数や男女性比などの変数を加えて行う将来推計手法。 
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図表 27  11歳以下人口の見込み 
  0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 0～5 歳合計

平成 17 年 190  191  196  180  185  189  1,131  

平成 18 年 189  185  189  195  173  180  1,111  

平成 19 年 187  184  182  189  189  170  1,101  

平成 20 年 185  182  181  182  184  186  1,100  

平成 21 年 183  180  179  181  176  181  1,080  

 

  
6 歳児 
（小 1） 

7 歳児 
（小 2） 

8 歳児 
（小 3） 

9 歳児 
（小 4） 

10 歳児
（小 5） 

11 歳児
（小 6） 

6～11 歳 
合計 

平成 17 年 190  217  197  195  215  207  1,221  

平成 18 年 193  190  217  197  193  213  1,203  

平成 19 年 183  194  190  217  195  192  1,171  

平成 20 年 174  183  194  190  215  194  1,150  

平成 21 年 190  175  183  195  188  214  1,145  

※コーホート・センサス変化率法による推計値であり、政策的人口は加味していない。 
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第４章 施策の方向（行動計画） 

 

１１１１    すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもどもどもどものののの健健健健やかなやかなやかなやかな育育育育ちとちとちとちと自立自立自立自立をををを応援応援応援応援するするするするまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

（（（（１１１１））））子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重とととと自立心自立心自立心自立心のののの高揚高揚高揚高揚    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

すべての子どもは、人格をもつ一人の人間として尊重され、また、社会の一員とし

て尊重されなければなりません。 

しかし、児童虐待やいじめの問題など、全国的に子どもの人権が著しく侵害されて

いる事件が後を絶たない状況にあります。 

このため、「児童の権利に関する条約※」の趣旨を踏まえ、子ども一人ひとりの多

様な生き方や価値観を尊重するとともに、それぞれの人格を尊重し、子どもの利益が

最大限に尊重されるよう配慮することが重要です。 

特に、児童虐待については、関係機関との連携を密にし、予防対策や早期発見・早

期対応の体制を充実していくとともに、市民に対しても、児童虐待の禁止や発生予防

を呼びかけ、地域一体となった取り組みを進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※児童の権利に関する条約： 

18 歳未満のすべての子どもを対象として、子どもの人としての権利や自由を尊重し、子どもに対する
保護と援助を促進することを目的として、1989 年に国際連合の総会で採択された。日本は、1994 年に条
約を批准。 
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□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）子どもの権利に関する啓発活動の推進 

子育て家庭や子ども自身をはじめ広く市民各層に対し、生涯学習推進の観点か

ら学校教育や社会教育の機会を通じて「児童の権利に関する条約」や人権にかか

わる普及・啓発活動を推進します。 

（２）子どもの相談体制の充実 

①子どもがどんなことでも気軽に相談できるよう、電話相談や学校教育でのカウ

ンセリングなど相談体制を充実します。 

②児童相談所など関係機関が実施している相談事業の周知を図ります。 

（３）児童虐待防止体制の充実 

①児童虐待を未然に予防するとともに、早期に発見し迅速かつ的確に対応できる

よう、関係機関との連携体制を充実します。 

②各種健診・教室など多くの機会をとらえながら虐待の早期発見に努めるととも

に、育児不安を抱える母親・家族などからの悩みに対し、必要な助言や指導を

行い、虐待の未然防止や再発の防止に努めます。 
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（（（（２２２２））））豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性とととと生生生生きるきるきるきる力力力力をををを学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会のののの充実充実充実充実    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

子どもたちを取り巻く社会環境は、国際化や高度情報化、少子化、技術革新の進展

など大きく変化しており、多様化する社会に的確に対応できるよう、子どもの「学び

の機会」を充実していくことが重要です。 

このためには、学校教育において、基礎・基本的な学力の確実な習得と併せて、子

ども自身が「生きる力」を伸ばすことができるよう、家庭や地域との連携のもとに、

自ら学ぶことを基本とした学習の機会を充実していく必要があります。 

また、子ども同士の遊びは、心身の健やかな成長とともに、協調性や社会性を育む

上で大きな意義をもちます。 

しかし、テレビゲームなど室内での一人遊びが多くなった遊びそのものの変化や塾

通いなど時間に追われる生活スタイル、あるいは子どもの価値観の多様化などを背景

として、子ども同士が自然の中で思いきり遊べる機会が減少したり、少子化とも相ま

って異年齢児も含め子ども同士が大勢で遊ぶ機会も減少していると言われています。 

こうした遊びの変化や生活スタイルの変化は、地域や周囲の大人とかかわる機会、

あるいはさまざまな体験の機会を減少させ、このことが規範意識や社会性を低下させ

ている一面も指摘されています。 

このため、子どもたちが豊かな人間性を身につけ、次代の担い手としてたくましく

成長できるよう、家庭・地域・学校が連携し、生活体験や人と人とのふれあいを深め

ていく、さまざまな遊びや体験の機会を充実していく必要があります。 
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□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）学力の向上と個性を伸ばす学校教育の充実 

①基礎・基本的な学力の向上を図っていくとともに、外国語教育や情報教育など

時代が求める子どもを育成するため、指導方法や指導体制の充実を図ります。 

②職業体験などを通して子どもたちの社会性や職業観を育み、また、地域で活躍

している多様な人材を活用するなど、創意工夫を進め、特色ある学校教育の推

進に努めます。 

③いじめや非行の問題解決に向け、家庭・地域・学校が密接に連携できる組織体

制を確立するとともに、広く啓発活動を行います。 

（２）家庭・地域・学校との連携による安全で特色ある学校づくり 

①学校の余裕教室などを活用し、開かれた学校づくりを推進するとともに、地域

とも連携し安全な教育環境を確保します。 

②地域住民の意見を取り入れた特色ある学校運営を進めるため、「学校評議員制

度」を取り入れ、特色ある学校運営に努めています。 

（３）地域の資源を生かした多様な実体験の機会づくり 

①子どもの主体性を高めるとともに、地域における異年齢児との主体的なふれあ

い活動を促進します。 

②「子ども開放区」として各地区の公民館などの公共施設を、子どもたちに開放

する日を定め、親子の交流の場や高齢者など世代間交流の場として活用してい

きます。 

③地域の人材を活用し、子どもの体験活動などを充実するとともに、諸活動に関

する情報提供に努めます。 

④子どもが参加できる多様なボランティア活動を育成し、子ども自らが地域を考

え、地域とふれあう機会の充実に努めます。 
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（４）文化・スポーツ活動の充実 

①スポーツ少年団の活動の活性化を支援し、異年齢児がふれあい、一緒に活動す

る機会の充実に努めます。 

②さまざまな文化活動や図書館活動の充実を図ります。 

（５）指導者の育成及び資質向上 

①子ども会など地域の子どもの健全育成を担う指導者の研修機会の充実に努め

ます。 

②さまざまな体験機会を提供するため、生涯学習推進の観点から人材バンクの整

備を進めます。 
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（（（（３３３３））））障害障害障害障害のあるのあるのあるのある子子子子どもへのどもへのどもへのどもへのきめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな対応対応対応対応    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

障害のある子どもや発達に遅れのある子どもが、地域の中で自立し、社会参加しな

がらいきいきと暮らしていくことができるよう、現在進められている法制度改革の動

向を踏まえながら在宅サービスや施設サービスを充実していくとともに、乳幼児期か

ら大人へと自立するまで一貫した相談支援体制を充実していくことが求められます。 

近年では、LD※（学習障害）やＡＤＨＤ※（注意欠陥・多動性障害）、高機能自閉

症などの増加が指摘されており、これらへの対応も今後の課題となっています。 

とりわけ、ＬＤやＡＤＨＤ、高機能自閉症も含め、障害のある子どもの自立や社会

参加への主体的な取り組みを支援するため、その持てる力を高め、また、学校生活や

学習上の困難を改善・克服していけるよう、一人ひとりの教育的ニーズをふまえなが

ら適切な教育や指導などの必要な支援を行う「特別支援教育」を推進していくことが

求められています。 

また、障害のある子どもが障害のない子どもたちと互いを認め合いながら成長でき

るよう、ノーマライゼーションの理念の普及啓発に努め、地域一体となって障害のあ

る子どもやその保護者への支援を行っていく支えあいの環境づくりが必要です。 

                                                   
※ＬＤ（学習障害）： 

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、 読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のも
のの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指す。 

※ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）： 
７歳未満に発症するもので、脳の神経学的な機能不全によって、情報をまとめたり注意を集中する能力がうまく働かな
いなどの症状がみられる。 
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□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※ 特別支援教育： 

児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化および社会の変化等を踏まえ、一人一人の能力を最大限に伸ば
し、自立や社会参加するための基盤となる「生きる力」を培うため、障害のある児童生徒等の視点に立って
児童生徒等の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支援を行うというもの。 

（１）「ノーマライゼーション」の理念の普及 

健康・医療・福祉・教育に関する研修会、イベントの開催、広報などを通して

積極的な啓発活動を推進し、理念の浸透を図ります。 

（２）障害の早期発見・早期療育体制の整備 

①医療機関、教育機関などと連携し、妊産婦への保健指導や乳幼児健康診査など

を実施し、保健事業の充実を図ります。子どもとその家族に対して適切な援助

や情報提供に努めます。 

②保健・医療・福祉・教育の各分野と連携を図り、障害のある子どもの成長段階

に応じた一貫した療育を推進します。 

（３）障害のある子どもに対する教育や保育などの充実 

①集団保育が可能な障害のある子どもの保育ニーズに対応するため、障害児保育

の推進に努めます。 

②学校教育においては、就学相談の充実や施設整備の障害のある子どもへの配慮

に努めるとともに、特別支援教育※の推進に取り組みます。 

③障害のある子どもにかかわる教職員や保育士などの研修機会を充実し、資質の

向上を図ります。 

（４）福祉サービスの充実 

①自立と社会参加の促進や保護者の負担軽減を図るため、法制度改革の内容に基

づき、ホームヘルプサービスやデイサービス、短期入所などの在宅福祉サービ

スの充実を進めます。 

②児童相談所や障害児施設との連携を深め、障害のある子どもに対する福祉サー

ビスの充実に努めます。 

③障害のある子どもを養育する保護者の負担軽減を図るためのサービス提供につ

いて検討を進めます。 
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（５）一貫した療育相談・指導体制の充実 

障害のある子どもを養育する保護者の相談に的確に対応できるよう、庁内の相談

体制や保育園、学校などの相談体制を充実するとともに、専門機関・施設との連携

を密にします。また、在宅生活や地域生活を支援するため、関連情報の迅速な提供

に努めます。 

（６）障害のある子どもを養育する家庭の経済的負担の軽減 

障害児福祉手当などの各種手当の給付、補装具の交付、日常生活用具の給付等の

制度利用を進め、障害のある子どもを養育する家庭の経済的負担を軽減します。 
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（（（（４４４４））））ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭児童児童児童児童にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

近年、18 歳未満の子どものいる母子世帯や父子世帯の数は、徐々に増加傾向にあ

ります。 

ひとり親家庭は、子どもの養育や家事など様々な役割をひとりの親がすべて担って

おり、経済的にも精神的にも負担が大きいものとなっています。 

このため、ひとり親家庭の生活の安定を図るため、それぞれの家庭が置かれている

状況に応じ、経済的自立に向けての就労支援や日常生活の支援にも取り組むことが必

要です。 

 

□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）相談体制の充実 

母子自立支援員を設置し、民生・児童委員などとの密接な連携を図りながら、

ひとり親家庭の子どもや保護者に対する相談体制を充実します。 

（２）母子家庭などの経済的自立のための就労支援 

母子家庭の経済的な自立を支援するため、関係機関と連携し就職相談や職業能

力開発の機会を充実します。 

（３）安心して子育てできる環境づくりへの支援 

母子家庭などの日常生活支援事業の推進、母子生活支援施設機能の充実、保育

園への入園への配慮、あるいは住宅対策など、ひとり親家庭が安心して子育てで

きるようにさまざまな分野から検討を進めます。 

（４）自立を支援する経済的支援体制の整備 

ひとり親家庭などへの医療費助成や母子・寡婦福祉資金貸付、児童扶養手当な

ど関連する制度の普及啓発に努め、利用を促進します。 
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２２２２    子子子子どもをどもをどもをどもを安心安心安心安心してしてしてして楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生みみみみ育育育育てられるてられるてられるてられるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

（（（（１１１１））））子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

子育てをしている家庭では、多くが子どもをもつ喜びや子どもが成長していく喜び

を感じているものの、その反面で、日常的な子育てについては、何らかの悩みや不安、

あるいは精神的なストレスや身体的負担などの負担感をもっている家庭も少なくあ

りません。 

本市の場合、親との同居世帯が多い世帯構造にあるとは言え、少子化が進む中で、

家族以外に子育て家庭（保護者）同士で悩みや不安を相談しあったり、子育てについ

て情報交換する機会が減少しています。 

とりわけ、少子化や核家族化の進行などを背景に、親自身が育児についての知識や

技術を家庭内で身につけながら成長する機会や経験が少なくなっている今日、子育て

に戸惑いながらも気軽に相談できる相手が見つからず孤立するケースもあると言わ

れています。 

このため、子育てにかかわる相談窓口の充実を図るとともに、母子保健・医療・福

祉・教育など関係部署が連携し、相談内容に応じそれぞれの専門性を生かした的確な

対応を図っていく必要があります。 

また、さまざまな子育てサービスに関する情報を必要なときに利用できるよう、情

報提供の充実に対する要望が多く聞かれます。 

このため、いつでも必要な情報が利用できるよう、手段・媒体に工夫を凝らし、市

民に子育て情報をわかりやすく提供できるよう取り組んでいくことが求められてい

ます。 

こうした取り組みは、子育て家庭に限らず市民が子育て関連情報を共有でき、幅広

い層による主体的な子育て支援活動に活用されることが期待されます。 
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また、子育て家庭にとって、最も大きな問題としては子どもの養育費・教育費とい

った「経済的負担」が挙げられており、アンケート調査結果においても、少子化対策

として重点的な取り組みが求められている事項の第一位となっています。 

このため、関連制度の充実を国・県に働きかけながら、子育て家庭の経済的な負担

軽減に取り組んでいくことが求められています。 

 

□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）相談体制の充実 

育児に関する相談や子育てサークルの支援などを行う地域子育て支援センタ

ー事業に取り組み、市民にとって身近な相談体制を整備するとともに、児童相談

所など関連専門機関を含めた密接のもとに専門的な相談内容にも応じられる総

合的な相談体制を確立していきます。 

（２）子育てに関する情報提供機能の充実 

①子育てに関する情報が必要な時に活用できるよう、広報のほか、インターネッ

トなどの媒体利用を含め情報提供の充実に取り組みます。 

②子育て支援に関する情報の一元化を図り、子育て家庭への円滑な情報提供に努

めます。 

（３）子育て家庭の経済的負担の軽減 

①平成 16 年度から実施している、第３子の保育園保育料の無料化のほか、児童

手当、乳幼児の医療費助成、各種奨学金の制度の普及啓発に努めます。 

②子育て家庭の経済的負担を軽減していくため、関連制度の充実を国・県に働き

かけていきます。 

（４）家庭での豊かな育児環境の促進 

①家庭での育児のあり方や親としての心構えなどについて必要な情報の提供に

努め、家庭での健やかな育児を支援します。 

②乳幼児期の親の役割、しつけ、親子のふれあいなどに関する啓発に努めます。 

③本の読み聞かせを通じて親子のきずなを育むとともに、幼い頃から本に親しむ

ことができるような環境づくりに取り組みます。 
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（（（（２２２２））））子育子育子育子育てててて支援支援支援支援サービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

就労や社会活動など様々な分野へ女性の社会進出が進み、本市では共働き世帯が多

くを占める状況にあります。 

これまで子育て支援サービスの考え方は、仕事をもつ就労女性の育児・家事との両

立を支援していくことが中心的なものとなっていましたが、専業主婦の場合において

も、社会とのかかわりが薄れがちで、子育てについて一人でストレスや悩みを抱える

ことも多いと言われています。 

このため、就労女性だけでなくすべての子育て家庭を支援し、その精神的・肉体的

負担を軽減していく観点に立って、それぞれの生活実態によって異なる多様な子育て

支援ニーズに対応できるよう、サービス提供体制の充実を進めていくことが求められ

ています。 

これまで本市では、保育ニーズに応じて一時保育（預かり）や延長保育、未満児保

育を部分的に進めてきました。 

しかし、保育対象児童数が減少を続ける中で、保護者の就労形態や生活様式の多様

化などから通常保育では対応できない延長保育や休日保育、あるいは病後児保育など

保育ニーズはさらに多様化していくことが見込まれます。 

このため、今後の保育対象児童数の見込みや子育て家庭の新たなニーズの的確な把

握に努めながら、保育サービスの質的な充実に一層努めていく必要があります。 

 



 
 

 
□第４章 施策の方向（行動計画） 

40 

 

□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

 
（１）一時保育事業の推進 

保護者が臨時・パートなどの不規則な勤務形態で働いている家庭の子ども

や家族の傷病・入院などで一時的に家庭保育が困難になる子どもを一定期間

保育園で保育する一時保育事業（現在、市内２園で実施）を、保育ニーズを

踏まえながら順次拡充していきます。 

（２）延長保育や低年齢児保育の充実 

現在実施している通常保育時間前からの保育を全市的に実施していくと

ともに、保護者の就労形態の多様性などに伴う保育ニーズを的確に把握しな

がら、必要な延長保育や低年齢児保育の実施に取り組むとともに、必要に応

じて夜間保育についても今後の課題として検討していきます。 

（３）休日保育や乳幼児健康支援一時預かり事業等への取り組み 

①休日に就労する子育て家庭の保育ニーズに対応するための休日保育事業

や、病後の安静の確保に配慮する必要のある子どもの保育に対応する乳幼

児健康支援一時預かり事業〔病後児保育〕について、具体的な要望の把握

に努めながら研究を進めます。 

②保護者の病気や出産の際などに児童養護施設などで一時的に子どもを預

かるショートステイ事業についても要望を踏まえながら検討を進めます。 

（４）保育園の施設整備と機能の充実 

安全な保育環境を維持・確保するため、施設・設備の必要度に応じて改善

を行い、地域での育児相談や児童サークル支援を行えるよう機能を充実しま

す。 

（５）保育士等の人材養成と確保 

多様化する保育ニーズに対応できるよう、保育士の研修機会を充実し資質

向上に図ります。また、新たなサービスを実施する上で必要な人材確保に努

めます。 
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（６）認可外保育施設※の育成 

①事業所内保育施設などの認可外保育施設※に通所している子どもの健全な育

成を図るため、健康診断の実施など子どもの健康づくりを促進します。 

②事業所内保育施設の設置運営についてかかわる助成制度の啓発に努めます。 

（７）放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の拡充 

昼間、保護者が仕事などで家庭にいない小学校児童の健全育成を図るため、

放課後児童健全育成事業の全市的な展開に努めるとともに、利用ニーズの変化

に対応した保育内容の質的な向上に努めます。 

（８）ファミリー・サポート・センター事業の導入検討 

就労する保護者などが仕事と子育てを両立し、安心して働くことのできる環

境づくりを行うため、住民同士の互助組織である「ファミリー・サポート・セ

ンター事業」の導入について検討していきます。 

 

                                                   
※認可外保育施設： 
託児所や事業所内保育施設、病院内保育所、ベビーホテルなど保育を行うことを目的とする施設であって、

認可を受けていない施設。 
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（（（（３３３３））））母子母子母子母子のののの健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと地域地域地域地域医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

本市では、母子保健法に基づく健康診査、保健指導など妊産婦や乳幼児期までの発

達段階に応じた母子保健事業を推進していますが、近年では出生率の低下、女性の社

会進出の増加、核家族化の進行、地域社会の連帯意識の希薄化、価値観の多様化など

母子を取り巻く環境も大きく変化しています。 

特に、育児不安や児童虐待といった親と子の心の問題、人工妊娠中絶、性感染症の

増加などといった思春期の複雑な問題、乳幼児期からの生活習慣病の発症など母子の

健康づくりについて新たな課題が発生しています。 

また、小児救急医療体制の充実や正しい食事のとり方・望ましい食習慣などを学ぶ

食育の普及啓発も重要となっています。 

□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）健やかな出産のための保健の充実 

①異常の早期発見、早期治療を図り、母子ともに快適で安心した出産ができるよ

う、妊婦を対象とした健康診査の受診を勧奨し、母体の健康管理を支援します。 

②妊婦保健指導の充実を図り、母子健康手帳交付時や妊産婦教室、育児教室など

を通じて妊産婦への的確な情報提供や個別相談の充実を図ります。 

（２）歯科保健の充実 

健康で丈夫な歯で生活できるよう、妊娠中及び胎児期から乳幼児期の歯科保健

の充実に努めます。 
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（３）乳幼児の健康管理の充実 

①乳幼児の健康づくりを支援するために各種健康診査結果の適切な管理を行

い、継続性のある保健指導やフォロー体制の充実を図ります。 

②乳幼児の死亡原因の上位にある誤飲などの事故防止や乳幼児突然死症候群

（ＳＩＤＳ）※などの防止のため、子どもの事故防止に関する知識の普及と

意識啓発に取り組みます。 

（４）食育の推進 

①健康づくりの上で、幼い頃から望ましい生活習慣を確立することが重要であ

ることから、正しい食事のとり方や適切な食習慣の定着を図るための啓発活

動を充実します。 

②「食」を通じた豊かな人間性の形成や家族関係づくりの必要性を踏まえ、多

くの機会をとらえながら「食育」の積極的な推進を図ります。 

③“地産地消”※の視点から安全で栄養バランスのとれたおいしい給食が提供

できるよう努めます。 

（５）思春期保健対策の充実 

①学校教育と連携を図り、赤ちゃんふれあい体験学習や健康教育など、子育て

の体験や学習できる機会を提供していきます。 

②性教育・講演会を通して、命の大切さや乳幼児期から家庭での性教育の必要

性の啓発を図ります。 

（６）小児救急医療体制の充実 

小児医療の充実に対する市民ニーズの高さを踏まえ、市内医療機関や二次救

急医療機関との連携強化を図るなど、小児医療・小児救急医療体制の充実を促

進します。 

 

                                                   
※乳幼児突然死症候群（SIDS）： 
元気にしていた乳幼児が突然死亡し、その原因を明らかにすることができないもの。 

 
※地産地消：  
「地域生産・地域消費」の略。「地域でとれた生産物を地域で消費する」という意味で、消費者と生産者

の相互理解を深める取り組みのこと。 
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３３３３    全市的全市的全市的全市的なななな連携連携連携連携によるによるによるによる安心安心安心安心できるできるできるできる子育子育子育子育てててて環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

（（（（１１１１））））子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの機運機運機運機運醸成醸成醸成醸成とととと家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

平成 11 年 6 月に、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形

成を、総合的かつ計画的に推進することを目的に「男女共同参画社会基本法」が施行

され、男女共同参画社会の実現を目指した基盤づくりが積極的に進められています。 

しかしながら、家事や育児の負担の多くが女性に偏っている現状や育児休暇を取得

しにくい職場環境など、子育てが家庭や地域、企業などに十分に理解されているとは

いい難い状況があります。 

家庭内での育児が母親だけの負担に偏ることなく、また、地域ぐるみで子育て支援

の活動を進める上でも、男女が性別にかかわりなく、お互いの人権を尊重しながら、

ともに責任を分かちあうことが必要であり、「男女共同参画社会の形成」について広

く市民各層の意識啓発に努め、実践的な活動を促進していくことが求められます。 

また、これと併せて、少子化問題や次世代育成支援対策推進法の趣旨である「子育

ての社会化」について広く市民に対する意識啓発の充実に取り組んでいく必要があり

ます。 
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□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）子育ての社会化に関する意識啓発と支援活動への参加促進 

子育てをそれぞれの家庭の問題とするのではなく、次代の担い手育成の観点か

ら地域全体でその健全な育成や子育て家庭の支援を行う、「子育ての社会化」につ

いて多くの機会をとらえながら市民各層への啓発活動を進め、子育て支援活動へ

の積極的、自主的な取り組みを促進します。 

（２）男女共同参画の啓発と地域における子育て活動への参加促進 

男女共同参画を推進する上で大きな障害の一つとなっている「男は仕事、女は

家庭」に示されるような固定的な性別役割分担意識※を解消するため、市民に対す

る意識啓発活動を充実し、地域における多様な子育て支援活動への参画を促進し

ます。 

（３）男性の家庭における子育て等への参画促進 

ジェンダー※（社会的・文化的性差）にとらわれず男女がともに子育てに参画す

る意識の醸成を図るため、家庭教育などを通じて男女共同参画意識の啓発や男性

の家事・子育てへの参画を促します。 

 

                                                   
※性別役割分担意識： 
性の違いによって「男は仕事、女は家事・育児」、「男は主、女は従」というように役割を固定してしま

う考え方、意識。 
※ ジェンダー：慣習やしきたりにより形成された社会・文化的性差。 
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（（（（２２２２））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ネットワークネットワークネットワークネットワークづくりづくりづくりづくり    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化が進むことによって、子育て家庭（保

護者）が地域の中で孤立してしまう状況が起こることも危惧されます。 

このため、子育て中の家庭を地域で見守り、相互に助けあえるよう、福祉を基軸と

した地域コミュニティの活性化がこれからの重要な課題となります。 

また、ボランティアなどの市民活動や自治会などの地域団体活動の支援に努め、こ

れら地域の社会資源を有機的に結びつけながら子どもの健全育成や子育て家庭の支

援に全市的に取り組むネットワークづくりをめざす必要があります。 

 

□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）地域で支える子育て意識の啓発 

家族だけでなく、地域・学校・企業など子育てにかかわるすべての社会構成メ

ンバーが、子育ての社会的意味を理解し、育児を支援・協力していく必要性につ

いて啓発していきます。 

（２）子育てを支える人材の育成と確保 

①子育て経験者や子育てが一段落した人などを対象に、子育て家庭の身近な相談

者となる「子育てサポーター」の養成に努めます。 

②社会福祉協議会やシルバー人材センターなど関係団体における子育て支援活動

を促進します。 

③市民による主体的な子育て支援活動について、公共施設などの活動の場の提供

や活動内容の情報発信などの側面的な支援を行い、その育成に努めます。 

（３）地域子育て支援センター事業等の推進 〔再掲〕 

地域における子育て支援ネットワークづくりの核となる地域子育て支援センタ

ーの整備や子育て支援総合コーディネート事業の実施に取り組みます。 
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（４）市内諸施設の育児・教育機能の活用 

保育園がもつ育児機能など、市内にある諸施設の育児や教育にかかわる専門性

を生かし、子育て家庭をはじめ市民の主体的な子育て支援活動への相談・助言を

進めます。 

（５）地域における子育て支援体制の整備 

児童館や保育園などの児童福祉施設、あるいは学校・公民館などの教育施設が

もつ機能を活用しながら関係機関・地域組織との連携を支援し、地域全体で子育

てに取り組む体制づくりに取り組みます。 

（６）地域における子どもの健全育成活動の促進 

①子育て講座などを通して、子育ての不安解消や仲間づくりを目的とした自主的

な子育てサークルの育成に努めます。 

②子ども会など地域における子どもの健全育成組織の自主的活動を支援します。 
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（（（（３３３３））））子子子子どもどもどもどもやややや子育子育子育子育てにてにてにてにやさしいやさしいやさしいやさしい安全安全安全安全なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

近年、学校内外での犯罪による被害や遊具でのけがなど、子どもたちの安全を脅か

す事件が起きています。 

また、全国各地で不審者による子どもへの声かけや連れ去りの事件が多発している

ことから、交通事故の防止対策とともに、子どもの安全を確保するため、地域ぐるみ

の取り組みが求められています。 

こうしたことから子どもたちを守るためには、家庭と学校や幼稚園、保育園などは

もとより、登下校中の道路や遊び場など、あらゆる場面での安全確保を地域全体で見

守り、子どもたちにとって安全で快適な生活環境を整備することが早急の課題となっ

ています。 

また、アンケート調査結果によると、子ども連れで外出する際に不安や不便を感じ

ているとの意見も少なくありません。 

このため、子ども（同士）が安心して生活できるまちづくり、妊婦や幼い子ども連

れが安心して外出することができるまちづくりをめざし、「福祉のまちづくり」の視

点から子育てバリアフリー化に取り組む必要があります。 
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□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）子どもにとって安全な環境づくり 

①地域が自ら子どもたちの安全性を見守ることができるように、関係機関などと

連携を密にし、防犯体制の強化を図ります。 

②市民の協力を求め、通学路などにおける安全確保の場所づくりを進めるととも

に、公共施設などを活用した安全確保の拠点づくりに努めます。 

③子どもたちの安全を阻害するような事件などの情報について、学校や幼稚園、

保育園などに的確に伝えるとともに、家庭や地域にも迅速に情報伝達できるよ

うな体制づくりを進めます。 

④学校や幼稚園、保育園などにおける安全管理体制の徹底に努めるとともに、公

共施設の遊具などの安全管理を徹底します。 

⑤市内探検を兼ねて、子ども自らが危険箇所を発見しマップ化する事業を進める

とともに、危険を回避する能力を身につけさせる機会の充実に努めます。 

（２）子どもや子育て家庭にやさしい環境づくり 

①妊婦や幼い子ども連れでも安心して利用できるよう、歩道空間の段差解消や拡

幅の整備を計画的に進めます。 

②県の「福祉のまちづくり条例」を踏まえながら、授乳コーナーの設置、乳幼児

や保護者が安心して利用できるよう配慮したトイレの整備など、公共施設にお

ける子育てバリアフリー化に取り組みます。また、乳幼児や子ども連れの利用

客が多い民間施設についても自主的に取り組むよう啓発を図ります。 

（３）交通安全対策の充実 

①安心して利用できる歩行空間を確保できるよう、歩道の整備や自転車道などの

整備、交差点の改良など交通安全施設の計画的な整備に努めるとともに、自転

車利用者への正しい駐輪方法などの教育及び広報活動に努めます。 

②子どもや保護者に対する交通安全教育の充実を図るとともに、チャイルドシー

トの着用の徹底に努めます。 
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（（（（４４４４））））子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全なななな遊遊遊遊びびびび場場場場やややや居場所居場所居場所居場所のののの確保確保確保確保    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

子どもたちにとって、子ども同士の遊びや自然とのふれあい体験、あるいはスポー

ツ活動は、社会性や協調性を備え、たくましく生きる力を育むために必要不可欠です。 

しかし、少子化が進む中で、従来に比べると、子どもたちが年齢を超えて集団で遊

ぶことや自然の中でのびのびと思い切り遊ぶ機会が減少しているといわれています。 

この背景には、テレビゲームなど屋内での遊びが多くなっているなど、子ども自身

の遊びの形態が変化してきていることも挙げられますが、それ以上に、安全で子ども

にとって魅力ある遊び場が身近に不足していたり、雨の日にのびのびと遊ぶことがで

きる室内型の遊び場が不足していることなどが挙げられています。 

このため、既存の公共施設などを活用し、子どもの成長段階に応じた安全で魅力あ

る遊び場の充実を図ることが重要です。 

また、中学生や高校生にとって、平日の帰宅後や休日に仲間が気軽に集うことがで

きる「居場所」が不足し、異年齢交流など広がりのある仲間付きあいができにくい環

境にあるといわれます。 

このため、乳幼児や学童だけでなく、中学生・高校生の「居場所づくり」も視野に

入れた施設の有効活用が求められます。 
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□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）児童館など既存施設の有効活用と計画的な整備 

①子どもの健全育成を地域ぐるみで推進できる体制づくりを進めるとともに、児

童館などを遊びの拠点として、また、子育て中の親の相談窓口や交流の場とし

て活用できるよう取り組みます。 

②子どもの行動圏や今後の児童数の推移などを十分考慮しながら、地域の児童健

全育成の拠点が不足する地域を中心に必要な施設の計画的な整備に取り組みま

す。 

（２）子どもの遊び場の確保 

①子どもたちの憩いの場、健やかな心づくり、体づくりの場となる身近な遊び場

の確保に努めます。また、安全に遊べる魅力ある遊具など設備の整備を検討し

ます。 

②自治会単位の地域による、身近な遊び場の管理に対して支援していきます。 

（３）自然とのふれあいの場及びスポーツ活動の場の確保 

①本市の豊かな自然や海辺・水辺を生かした空間の確保に努め、子どもたちの利

用にも配慮します。 

②各種公共スポーツ・レクリエーション施設の整備充実に取り組むとともに、地

域のスポーツ活動の拠点となる社会体育施設や学校施設の利用を促進します。 
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（（（（５５５５））））事業所等事業所等事業所等事業所等へのへのへのへの就労環境改善就労環境改善就労環境改善就労環境改善へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発    

□□□□    現況現況現況現況とととと課題課題課題課題    □□□□    

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などが整備され、女性の働く職場環境や就

労条件は改善されていますが、現実には制度利用ができにくい環境にあったり、子育

てに対する職場の理解が不足していたりする問題がアンケート調査結果にも示され

ています。 

仕事と家事や育児とを両立することは、女性にとって大きな負担であり、家庭はも

とより職場においても子育て支援の重要性を認識し、安心して子どもを産み育てるこ

とのできるまちづくりに積極的にかかわっていくよう、事業所などの啓発に取り組ん

でいく必要があります。 

□□□□    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    □□□□    

（１）職場における子育て支援意識の啓発 

安心して子育てができる就労環境をつくるため、育児・介護休業法など各種制

度の普及啓発に努めます。 

（２）職場復帰や再就職等の支援 

育児や介護のために休業や退職した労働者の職場復帰や再雇用を促進するため

の各種制度の普及啓発に努めます。 

（３）労働条件の向上 

ゆとりのある子育てを支援するため、労働条件の改善について意識啓発に努め

ます。 

 
 



 
 

 
□第 5章 計画の推進のために 

53 

 

第５章 計画の推進のために 

 

１１１１    全市的全市的全市的全市的なななな計画計画計画計画推進推進推進推進のためののためののためののための体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり    

計画の実現にあたっては、福祉・教育・都市整備・就労環境など広範な施策がかか

わっており、「施策総合化」の観点から関係部局が連携、協力して総合的に取り組む

必要があります。 

このため、子育て支援にかかわる関係部局で構成する「庁内組織」を設置し、適宜

施策調整を行いながら全庁的に効果的、効率的な事業に取り組みます。 

また、行政だけでなく、子育ての第一義的な責任を担う家庭、地域、事業所など全

市的な取り組みが不可欠であり、また、子ども自身も地域の一員としての自覚をもっ

て自らが成長し、自立していく姿勢が求められます。 

そこで、次に掲げるそれぞれの役割と行動指針をふまえ、身近でできることから始

め、創意工夫しながら子育てしやすいまちづくり、この地に育ってよかったと思うま

ちづくりをめざします。 

図表 28 それぞれの役割と行動指針 

① 子ども自身 次代を担う子ども自身が、権利主体として尊重されると同

時に、自らが誇りを持ち、地域社会の担い手として、主体的

に地域の一員としての行動を進めましょう。 

② 家庭（保護者） 

 

母親や父親、祖父母など、家族一人ひとりが「子育ては

自分たちの役割」という認識のもとに、男女を問わず家族

みんなが積極的に子育てに参画し、ともに支えあう関係を

築きあげましょう。 

③ 地 域 

 

地域のみんなが子どもや子育て家庭を支える地域活

動の推進や子どもの安全対策などに積極的にかかわり、

子どもの成長を見守り、支えあう地域社会を築きましょ

う。 
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④ 保育園・幼稚園 保育園や幼稚園は、子育て家庭にとって身近な専門施

設であり、子育ての専門性を地域に還元し、相談や情報

の発信源として子育て家庭などへの支援を担いましょ

う。 

⑤ 学 校 学校は、基礎・基本的な学力の習得と同時に、多様な

体験の機会を提供し、家庭や地域と連携しながら、「生

きる力」を育む場であり、男女が共同して子育てを行う

ことの意義や子育てのすばらしさを伝える場であるこ

とを踏まえ、子どもたちへの特色ある教育を推進しまし

ょう。また、教育の専門性を家庭や地域に還元しましょ

う。 

⑥ 事業所など 事業所などは、就労機会の提供だけでなく、地域の構

成体としてさまざまな社会貢献が求められており、地域

における子育てへの積極的な支援と、子育て家庭に配慮

した制度整備を進め、子育てをしながら安心して働くこ

とのできる職場の環境づくりを進めましょう。 

⑦ 行 政 子育て支援に携わる関係部署との連携を密にし、市民

にわかりやすい相談体制の提供や子育て・子育ち支援の

サービスの充実などに取り組むとともに、関係機関との

連携のもとに子ども、家庭、地域、事業所などによる取

り組みを総合的に支援していきます。 

２２２２    計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理とととと結果結果結果結果のののの公表公表公表公表    

計画に基づく施策の実施状況については、「次世代育成支援対策地域協議会」を基

盤に、次世代育成支援に関係する者、有識者を加えた組織を設置し、市民の目からみ

た計画内容の進捗状況の点検や評価を行い、計画の見直しや事業の推進に生かします。

また、点検・評価の結果については、市民に周知するものとします。 
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３３３３    国国国国・・・・県県県県などなどなどなどとのとのとのとの連携連携連携連携及及及及びびびび企業企業企業企業などなどなどなどへのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ    

計画の推進にあたっては、国・県の政策動向や社会経済情勢の変化に伴う行政諸課

題に迅速・適切に対応することが必要です。このため、今後とも、国・県・関係団体

との連携と協調を図るとともに、計画の整合性を十分に考慮しながら施策を展開しま

す。 

また、仕事と子育ての両立の推進や男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の

実現などを図るためには、事業所などの理解が不可欠であり、関係機関と連携し、事

業所などへの広報・啓発事業や情報提供に取り組みます。 
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